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令 和 ５ 年 １ １ 月 県 議 会 定 例 会 追 加 議 案 一 覧 

 

 

 第１３号 令和５年度香川県一般会計補正予算議案 

 

○ 歳入歳出予算  別表１のとおり 

○ 繰越明許費   別表２のとおり 

○ 債務負担行為  別表３のとおり 

○ 地方債の補正   

既   定        補 正 後      補 正 額 

限 度 額   33,750,000 千円   →   40,224,000 千円    6,474,000 千円 

 

 

 

 第１４号 令和５年度香川県流域下水道事業会計補正予算議案 

 

○ 歳入歳出予算  別表１のとおり 

○ 企業債の補正   

既   定        補 正 後      補 正 額 

限 度 額     186,500 千円    →    214,800 千円      28,300 千円 
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 第１５号 香川県ＧＩＧＡスクール構想加速化基金条例議案 

 

○ 国から交付される公立学校情報機器整備事業費補助金を受け入れ、県内小・中学校等に整備された一人一台端末等を計画的に更新するた

め、基金を設置するもの。 

 

○ 施行期日  公布の日 

 

 

 

 第１６号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例議案 

 

○ 本年度の民間給与との較差等を踏まえた人事委員会勧告の趣旨等に基づき、給料表及び期末・勤勉手当の改定等を行うもの。 

  （主な改正内容） 

    ① 給料月額の改定（令和５年４月から適用） 

     ・ 若年層に重点を置いて給料表の引上げ改定を行う。 

    ② 期末・勤勉手当の改定（令和５年１２月から適用） 

     ・ 年間支給月数について、０．１０月分引き上げ、期末・勤勉手当の支給割合を４．５０月（現行４．４０月）とする。 

     ・ 期末手当 

     【特定管理職員に係る期末手当】 

区   分 ６月 １２月 計 

現   行 100／100 100／100 200／100 

令和５年度 100／100 105／100 205／100 

令和６年度以降 102.5／100 102.5／100 205／100 
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     【上記以外の職員に係る期末手当】 

区   分 ６月 １２月 計 

現   行 120／100 120／100 240／100 

令和５年度 120／100 125／100 245／100 

令和６年度以降 122.5／100 122.5／100 245／100 

     ・ 勤勉手当 

       【特定管理職員に係る勤勉手当】 

区   分 ６月 １２月 計 

現   行 120／100 120／100 240／100 

令和５年度 120／100 125／100 245／100 

令和６年度以降 122.5／100 122.5／100 245／100 

     【上記以外の職員に係る勤勉手当】 

区   分 ６月 １２月 計 

現   行 100／100 100／100 200／100 

令和５年度 100／100 105／100 205／100 

令和６年度以降 102.5／100 102.5／100 205／100 

              ※下線部が改定箇所 

 

    ③ その他の改正 

     ・ 会計年度任用職員に対して、勤勉手当を新たに支給するために規定整備を行う。 

 

○ 施行期日  規則で定める日、令和６年４月１日ほか 
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第１７号 公立学校職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例議案 

 

○ 本年度の民間給与との較差等を踏まえた人事委員会勧告の趣旨等に基づき、給料表及び期末・勤勉手当の改定等を行うもの。 

  （主な改正内容） 

    ① 給料月額の改定（令和５年４月から適用） 

     ・ 若年層に重点を置いて給料表の引上げ改定を行う。 

    ② 期末・勤勉手当の改定（令和５年１２月から適用） 

     ・ 年間支給月数について、０．１０月分引き上げ、期末・勤勉手当の支給割合を４．５０月（現行４．４０月）とする。 

     【期末手当】 

区   分 ６月 １２月 計 

現   行 120／100 120／100 240／100 

令和５年度 120／100 125／100 245／100 

令和６年度以降 122.5／100 122.5／100 245／100 

     【勤勉手当】 

区   分 ６月 １２月 計 

現   行 100／100 100／100 200／100 

令和５年度 100／100 105／100 205／100 

令和６年度以降 102.5／100 102.5／100 205／100 

            ※下線部が改定箇所 

 

○ 施行期日  規則で定める日、令和６年４月１日 

 

 

 



 

- 5 -

 第１８号 香川県病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例議案 

 

○ 知事部局等の職員との均衡を考慮し、会計年度任用職員に対して、勤勉手当を新たに支給するために規定整備を行うもの。 

 

○ 施行期日  令和６年４月１日 

 

 

 

 

 第１９号 知事等の給与、旅費及び退職手当に関する条例の一部を改正する条例議案 

 

○ 本年度の人事委員会勧告の趣旨等に基づき一般職の職員の期末・勤勉手当の改定を行う状況等を踏まえ、知事等の受ける期末手当の支給

割合の改定を行うもの。 
 

区   分 ６月 １２月 計 

現   行 165／100 165／100 330／100 

令和５年度 165／100 175／100 340／100 

令和６年度以降 170／100 170／100 340／100 

         ※下線部が改定箇所 

 

○ 施行期日  規則で定める日、令和６年４月１日 
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 第２０号 香川県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条例議案 

 

○ 知事等の受ける期末手当の支給割合の改定等を踏まえ、議会の議員の受ける期末手当の支給割合の改定を行うもの。 
 

区   分 ６月 １２月 計 

現   行 165／100 165／100 330／100 

令和５年度 165／100 175／100 340／100 

令和６年度以降 170／100 170／100 340／100 

         ※下線部が改定箇所 

 

○ 施行期日  規則で定める日、令和６年４月１日 

 

 

 



別表１

一般会計（第１３号議案） (単位：千円）

区分

部局
分担金
負担金

使用料
手数料

国　庫
支出金

財産収入 寄附金 繰入金 繰越金 諸収入 県債 一般財源

政 策 78,391,083 513,816 513,816 78,904,899

総 務 81,348,115 16,690 16,690 81,364,805

危 機 管 理 総 局 2,524,633 435,167 435,167 2,959,800

環 境 森 林 4,381,468 69,370 39,355 7,015 23,000 4,450,838

健 康 福 祉 101,366,113 915,859 909,557 6,302 102,281,972

商 工 労 働 50,976,659 79,322 79,322 51,055,981

交 流 推 進 4,886,800 380,380 380,380 5,267,180

農 政 水 産 20,794,006 3,935,095 218,670 2,957,827 67,598 691,000 24,729,101

土 木 45,131,456 12,007,917 224,730 5,891,321 118,807 13,059 5,760,000 57,139,373

警 察 本 部 26,013,079 26,013,079

教 育 委 員 会 88,386,771 186,413 186,413 88,573,184

議会、出納局、
各 種 委 員 会

1,726,221 1,726,221

合 計 505,926,404 18,540,029 443,400 11,409,848 199,722 13,059 6,474,000 524,466,433

令 和 ５ 年 度 １１ 月 追 加 補 正 予 算 総 括 表

現計予算額 補正予算額
左　　の　　財　　源　　内　　訳

補　正　後
予　算　額
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企業会計（第１４号議案） （単位：千円）

企業債 出資金
他会計
借入金

国　庫
支出金

建　設
負担金

一般会計
等補助金 雑収益 営業収益

営業外
収　益

特別利益 自己資金 赤字額

収益的支出 2,170,570 2,170,570

資本的支出 1,004,275 127,000 28,300 70,166 28,417 117 1,131,275

計 3,174,845 127,000 28,300 70,166 28,417 117 3,301,845

3,174,845 127,000 28,300 70,166 28,417 117 3,301,845

補　正　後
予　算　額

流
域
下
水
道
事
業

合    計

会   計   別 現計予算額 補正予算額

左　の　財　源　内　訳
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追 加 補 正 予 算 主 要 事 業 の 概 要 

（一般会計） 

【国の総合経済対策に伴う補正】  ★印は、新規事業                                   （単位：千円） 

項 目 ・ 事 業 名 補正予算額 説              明 

Ⅰ 原油価格・物価高騰対策 3,186,568  

1 ＬＰガス料金高騰対策事業 435,167 ＬＰガスの料金高騰により影響を受けている県民、県内事業者の負担を軽減するた

め、ＬＰガス販売事業者を通じて、値引きによる支援を行うもの。 

・支 援 額：（家 庭 向 け）１世帯当たり  １，５００円 

       （事業者向け）１事業者当たり 使用量に応じた定額支援 

月使用量 支援額 

５０㎥未満 １，５００円 

５０㎥以上３００㎥未満 ７，５００円 

３００㎥以上 ２２，５００円 

               ※令和５年１０月～令和６年４月分の支援相当額 

 

 

2 特別高圧電気料金高騰対策事業 79,322 電気料金高騰の影響を受けている特別高圧契約で受電する中小企業等の負担を軽減

するため、電気料金の一部を助成するもの。 

・助 成 額：令和５年１０月～令和６年４月分 １．８円／ｋＷｈ 
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項 目 ・ 事 業 名 補正予算額 説              明 

3 医療・福祉施設応援金事業 900,205 物価高騰による経費の増加分を公定価格等により利用者に転嫁できない中にあって

も、サービスを維持しながら運営を続けている医療・福祉施設に対し、応援金を支給

するもの。 

（医療施設等） 

・病院：(７２万円＋病床数×（５千円＋６．４千円）)／施設 

・有床診療所：（３６万円＋病床数×６．４千円）／施設                                                  

・無床診療所(医科・歯科)：１８万円／施設 

・訪問看護ステーション、助産所 ：１０万円／施設 

・薬局、あん摩マッサージ指圧師、 

はり師、きゅう師、柔道整復師、歯科技工所：５万円／施設 

（福祉施設等） 

・介護、障害福祉、児童福祉施設等（入所施設）：３６万円／施設 

・グループホーム等居住施設：１８万円／施設 

・介護、障害福祉、児童福祉施設等（通所施設）：１２万円／施設 

・介護、障害訪問・相談事業所：１０万円／施設  

・委託里親、子ども食堂：５万円／施設 

 

4 私立学校応援金事業 15,540 物価高騰により経費が増加する中で、教育活動を継続している私立中学校、高等学

校、専修学校、各種学校に対し、応援金を支給するもの。 

・生徒数５００人以上  ：７２万円／学校 

・生徒数１００～４９９人：３６万円／学校 

・生徒数１～９９人   ：１０万円／学校 
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5 貨物自動車運送業支援事業 380,380 燃油価格高騰により、物流の基幹的役割を担う貨物自動車運送事業者が厳しい経営

状況に置かれていることを踏まえ、安全で安定した貨物輸送の維持を図るため、支援

金を支給するもの。 

・普通貨物自動車：３万円／台 

・小型貨物自動車：２万円／台 

・軽貨物自動車：１万円／台 

6 ★施設園芸セーフティーネット加入促進支援

事業 

46,000 燃油価格高騰に対応するため、県内の施設園芸農業者が、国が構築する施設園芸セ

ーフティーネットに加入する際に、必要となる施設園芸農業者負担分の一部を支援す

るもの。 

・補 助 対 象：「施設園芸セーフティーネット構築事業」に加入する施設園芸農業者 

・補 助 額：施設園芸農業者の積立金の１／２ 

7 ★木材等搬出経費高騰対策事業 1,200 燃油価格等の高騰により、林業従事者の生産活動における経費負担が増大している

ため、伐採した木材の搬出経費の一部を支援するもの。 

・補 助 単 価：運搬距離２０ｋｍ未満 ３００円／㎥ 

       運搬距離２０ｋｍ以上 ６００円／㎥ 
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項 目 ・ 事 業 名 補正予算額 説              明 

8 配合飼料価格等高騰緊急支援事業 1,223,754 配合飼料価格等の高騰により、経営が厳しい状況にある畜産農家に対して、畜産経

営の維持を図るため、飼料購入経費の一部を助成するもの。 

・配合飼料補助：６，０００円／ｔ 

・粗飼料補助：乳用牛 ２１，０００円／頭 

繁殖牛 １０，５００円／頭 

肥育牛  ４，２００円／頭 

9 漁業経営セーフティーネット加入促進支援

事業 

105,000 飼料価格高騰に対応するため、県内の養殖業者が、国が構築する漁業経営セーフテ

ィーネット（養殖用配合飼料）に加入する際に、必要となる養殖業者負担分の一部を

支援するもの。 

・補 助 対 象：「漁業経営セーフティーネット構築事業（配合飼料）」に加入する 

養殖業者 

・補 助 額：養殖業者の積立金の１／２ 

Ⅱ 防災・減災、国土強靭化の推進 13,854,872  

1 造林・治山関係 62,000  ①造林事業 

   間伐、植栽等の森林整備に対して補助するもの。（県内一円） 

 ②治山事業 

   荒廃渓流の侵食や崩壊を防止するため、治山ダムを整備するもの。 

   （三豊市詫間町大浜字艾） 
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2 土地改良関係 1,779,955  ①県営ため池等整備事業（一般型） 

   老朽ため池の堤防決壊、災害発生を未然に防止するもの。（藤九郎池 外） 

 ②県営ため池等整備事業（地域ため池総合整備事業） 

   地域に所在する複数のため池を対象に一体的に整備を行うもの。 

（丸亀南部地区 外） 

 ③県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 

   老朽化した農業用用排水施設の保全対策を実施するもの。（満濃池幹線２期） 

 ④経営体育成基盤整備事業 

   経営体の育成を図りながら生産基盤整備を行うもの。（羽床下地区 外） 

 ⑤ため池監視・管理体制強化事業 

   決壊等による災害の未然防止を図るため、ため池管理者等が遠隔監視を行う水

位計や監視カメラの導入を支援するもの。（高松市地区 外） 

 ⑥県営ため池緊急防災対策事業（耐震性点検調査） 

   耐震性が不明なため池の耐震性を調査するもの。 

 ⑦県営海岸堤防等老朽化対策事業 

   県が管理する海岸保全施設の長寿命化対策を実施するもの。（三豊干拓１期） 

3 漁港関係 5,000  ①市町離島特定漁港漁場整備事業 

   漁港及び漁場を総合的に整備するもの。（伊吹漁港） 
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項 目 ・ 事 業 名 補正予算額 説              明 

4 道路関係 5,645,400  ①道路改築事業 

   高規格道路等において道路改良を実施するもの。（高松坂出線、円座香南線） 

 ②道路整備交付金事業 

   主要幹線道路等において道路改良等を行うもの。 

（国道４３８号、国道３１８号 外３５箇所） 

 ③道路メンテナンス事業 

   道路施設の老朽化対策工事を行うもの。 

（丸亀詫間豊浜線、津田川島線 外７１箇所） 

 ④道路環境改善事業 

   交通安全のため、歩道等の交通安全施設等の整備を行うもの及び快適な道路空間

の改善のため、電線共同溝等の整備を行うもの。 

（観音寺善通寺線、中徳三谷高松線 外２６箇所） 

 ⑤道路災害防除事業 

   道路上の土砂災害の発生等を防止するための対策工事を行うもの。 

   （高松王越坂出線、土庄福田線 外３箇所） 

 ⑥直轄国道改築費負担金 

   国が実施する道路改築工事等費用について負担するもの。 

（国道１１号大内白鳥バイパス等） 

 

5 河川砂防関係 4,681,700 ①広域河川改修事業 

  護岸工事など河川の整備工事を行うもの。（春日川 外８河川） 

②津波等対策河川事業 

  地震・津波対策に伴う護岸工事等を行うもの。（相引川、片城川） 
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    ③統合流域防災河川事業 

  河川の拡幅に伴う護岸工事等を行うもの。（一の谷川） 

④河川管理施設修繕事業 

  河道掘削を行うもの。（鴨部川 外８河川） 

⑤河川メンテナンス事業 

  河川管理施設の老朽化対策工事を行うもの。（綾川 外７箇所） 

⑥ダム開発事業 

   ダム整備を行うもの。（長柄ダム、五名ダム） 

⑦ダムメンテナンス事業 

   ダム管理施設の老朽化対策工事を行うもの。（粟井ダム 外５ダム） 

⑧砂防事業 

   砂防堰堤等の整備を行うもの。（高尻川 外２２箇所） 

⑨地すべり対策事業 

   地すべりの発生防止のための対策工を行うもの。（唐櫃地区） 

⑩統合流域防災砂防事業 

   土砂災害警戒区域等の看板設置工事を行うもの。（県内一円） 

⑪急傾斜地崩壊対策事業 

   急傾斜地における崩壊防止のための対策工を行うもの。（西谷地区、桃山地区） 

⑫海岸メンテナンス事業 

   海岸保全施設の老朽化対策工事を行うもの。（吉ケ浦海岸 外６海岸） 

⑬直轄河川改修費負担金 

   国が実施する河川改修工事費用について負担するもの。（土器川） 
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項 目 ・ 事 業 名 補正予算額 説              明 

6 港湾関係 1,460,700  ①津波等対策港湾海岸事業 

  地震・津波対策に伴う護岸工事等を行うもの。（高松港海岸 外１１港海岸） 

②港湾メンテナンス事業 

  港湾施設の老朽化対策工事を行うもの。（大部港） 

③海岸メンテナンス事業 

  海岸保全施設の老朽化対策工事を行うもの。（高松港海岸、津田港海岸） 

④港湾環境整備事業 

  玉藻公園北側（キャッスルプロムナード）の緑地整備を行うもの。（高松港） 

⑤直轄港湾改修費負担金 

  国が実施する港湾改修工事費用について負担するもの。（高松港朝日地区） 

⑥市町港湾改修費補助事業 

   市町が行う海岸保全施設改修に対して補助を行うもの。（室本港） 

 

 

7 都市計画関係 220,000  ①街路整備交付金事業 

  街路の整備を行うもの。（栄町七間橋線 外２箇所） 

②街路環境改善事業 

  街路の無電柱化を行うもの。（中新町詰田川線） 

 

 

8 下水道関係 117  ①流域下水道事業補助金 

  流域下水道事業（企業会計）が実施する、下水道施設の耐震補強に係る経費を

補助するもの。 
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Ⅲ その他の補正 1,498,589  

1 ★香川県ＧＩＧＡスクール構想加速化基金 

造成事業 

86,413  県内小・中学校等の児童生徒一人一台端末を計画的に更新するため、国の補助金を

受け入れ、基金に積み立てるもの。 

・対 象 校：公立小・中学校、特別支援学校（小・中学部） 

・負 担 割 合：国２／３、県又は市町１／３ 

・積 立 額：令和６年度更新予定台数×５．５万円×２／３（国補助金） 

 

 

 

2 ★県立高校ＤＸ加速化推進事業 100,000  県立高校におけるデジタル技術を活用した学校教育の充実を図るため、国の補助金

を活用し、必要なＩＣＴ機器（３Ｄスキャナ、動画・画像生成ソフト等）を整備する

もの。 

・整 備 費：１校当たり上限１，０００万円（国１０／１０） 

 

 

 

3 ★花粉の少ない苗木の生産拡大事業 1,900  花粉症対策として、花粉の少ないスギ・ヒノキの苗木の種子の安定供給を図るた

め、森林センターの採種園の造成を行うとともに、先進地調査等を実施するもの。 

（国１０／１０） 

 ・少花粉原種苗木植栽のための採種園造成に要する経費 

 ・少花粉品種の増産に向けた調査等に要する経費 
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項 目 ・ 事 業 名 補正予算額 説              明 

4 ★こども計画策定事業 6,204  こども基本法に基づくこども計画の策定に向けて、県内の子どもの生活状況などに

ついて調査を行うもの。（国１／２） 

 

 

 

 

 

5 ★幼稚園・児童福祉施設等における性被害防止 

対策支援事業 

10,600  子どもの性被害を防止するため、幼稚園や児童福祉施設等が行う設備整備（パーテ

ーション、カメラ等）に対して助成等するもの。 

・負 担 割 合：私立幼稚園      国１／２、事業者１／２ 

認可外保育施設（高松市除く）、児童養護施設、障害児入所施設 等 

            国１／２、県１／４、事業者１／４ 

・補助基準額：上限１０万円／施設 

 

  

 

6 生活基盤施設耐震化等交付金事業 513,816  国の交付金を活用し、香川県広域水道企業団が行う水道施設の広域化や耐震化事業

等に対して助成するもの。 

・負 担 割 合：（広域化事業）国１／３、企業団２／３ 

（耐震化事業）国１／４、企業団３／４ 
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7 水産業競争力強化緊急施設整備事業 622,000  関東エリアにおける県産水産物の流通体制の強化、販路拡大を図るため、香川県漁

業協同組合連合会が行う加工処理施設の整備に対して助成するもの。 

・整 備 場 所：神奈川県三浦市 城ヶ島事務所 

 ・負 担 割 合：国５／１０、県１／１０、事業者４／１０ 

 

 

 

 

 

8 地籍調査事業 153,386  国土調査法に基づき、社会資本整備等の基盤となる地籍の明確化を図るため、市町

において実施する地籍調査の経費の一部を負担するもの。 

・負 担 割 合：国１／２、県１／４、市町１／４ 

 

 

 

 

 

 

9 公園施設の国際化等整備事業 4,270  瀬戸内海国立公園（屋島園地）における園路の改修を行うもの。 

・補 助 率：国１／２ 
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（企業会計）                                                       （単位：千円） 

会 計 名 補正予算額 説              明 

流

域

下

水

道

事

業 

資本的支出 127,000  ○建設改良費                               127,000 

（現計  1,004,275） 

 

計 127,000  

合       計 127,000 
 

  



別表２

（単位：千円） （単位：千円）

繰越明許費

補正前 補正後 補正前 補正後

追加 造 林 事 業 20,000 20,000 追加 道 路 メ ン テ ナ ン ス 事 業 1,295,740 848,064

追加 治 山 事 業 42,000 42,000 追加 道 路 環 境 改 善 事 業 819,110 597,744

追加 特別高圧電気料金高騰対策事業 79,322 44,043 追加 道 路 災 害 防 除 事 業 332,290 263,408

追加
県 営 た め 池 等 整 備 事 業
（ 一 般 型 ）

254,100 254,100 追加 広 域 河 川 改 修 事 業 649,050 519,240

追加
県 営 た め 池 等 整 備 事 業
（地域ため池総合整 備事 業）

983,220 983,220 追加 津 波 等 対 策 河 川 事 業 252,750 202,200

追加
県 営 基 幹 水 利 施 設
ス ト ッ ク マ ネ ジ メ ン ト 事 業

100,085 100,085 追加 統 合 流 域 防 災 河 川 事 業 80,550 64,440

追加 経 営 体 育 成 基 盤 整 備 事 業 377,984 377,984 追加 河 川 管 理 施 設 修 繕 事 業 236,570 189,256

追加 ため池監視・管理体制強化事業 39,000 39,000 追加 河 川 メ ン テ ナ ン ス 事 業 444,810 355,848

追加
県営ため池緊急防災 対策 事業
（ 耐 震 性 点 検 調 査 ）

15,066 15,066 追加 ダ ム 開 発 事 業 1,033,000 826,400

追加 県営海岸堤防等老朽化対策事業 10,500 10,500 追加 ダ ム メ ン テ ナ ン ス 事 業 197,900 158,320

追加 市町離島特定漁港漁場整備事業 5,000 5,000 追加 砂 防 事 業 1,350,980 1,080,784

追加 道 路 改 築 事 業 1,880,620 1,527,928 追加 地 す べ り 対 策 事 業 61,610 49,288

追加 道 路 整 備 交 付 金 事 業 1,055,640 553,400 追加 統 合 流 域 防 災 砂 防 事 業 55,000 44,000

繰 　 越  　明  　許  　費

（一般会計） 追加　１０，４７６，３０６千円 （３５件）  　　 総額　１３，５１４，１４６千円 （５４件）

区分 事　　業　　名 事　業　費 区分 事　　業　　名 事　業　費
繰越明許費
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繰越明許費

補正前 補正後

追加 急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 144,160 115,328

追加
海 岸 メ ン テ ナ ン ス 事 業
（ 河 川 砂 防 費 ）

75,800 60,640

追加 津 波 等 対 策 港 湾 海 岸 事 業 908,900 727,400

追加 港 湾 メ ン テ ナ ン ス 事 業 34,300 27,200

追加
海 岸 メ ン テ ナ ン ス 事 業
（ 港 湾 費 ）

101,000 80,800

追加 港 湾 環 境 整 備 事 業 151,600 121,300

追加 市 町 港 湾 改 修 費 補 助 事 業 1,500 1,200

追加 街 路 整 備 交 付 金 事 業 126,000 103,420

追加 街 路 環 境 改 善 事 業 94,000 67,700

計 13,309,157 10,476,306

区分 事　　業　　名 事　業　費



別表３

一般会計（第１３号議案） （単位:千円）

期　　間 限　度　額 期　　間 限　　度　　額

追 加 42,000
経営体育成基盤整備事業
（羽床下地区）

令和６年度

債　　務　　負　　担　　行　　為

補     正     前 補     正     後

区 分 事　　　　　　　　　項
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